
 

＊ごみ出しルールの順守･マナー向上にご協力ください＊ごみ出しルールの順守･マナー向上にご協力ください＊ 

   

 

◎プラスチックごみの分別について 
 

資源ごみで分別収集するプラスチック製容器包装にプラスチック製品

が混入し、違反ごみとして収集しない事例が多くあります。 

 

 

 

商品が入っていたプラスチック製の入れ物や包みのことで、商品を取

り出した後は不要になるものです。 

 

 

 

 

 

 

プラスチック製の商品として販売されているものや繰り返し使用する

ものは燃やすごみです。 

 

 

 

◎はじめよう！「ゼロカーボン・くまもと」 
 

ゼロカーボン社会を目指し各家庭で実践できる取り組みを紹介します。 
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【電気は小まめに消しましょう】 

１日３０分点灯時間を短縮すると、１年間ではガソリン
約２ℓ（約３８km 走行）を使用した際の排出量に相当す

る CO₂を削減できます。 

プラスチック製容器包装 資源ごみ 

プラスチック製品 燃やすごみ 

【例】シャンプーや洗剤などのボトル、調味料などのチューブ、食品の

パック、生鮮食品のトレイ、ペットボトルなどのふた、発泡スチ

ロール、お菓子の袋・・・ 

【例】バケツ、おもちゃ、クリアファイル、収納ケース、CDケース、

ハンガー、テープやシール、紐、ストロー・・・ 
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◎排出禁止物について 
 

 法律で処理方法の定めがあるものや、市で処理することができないも

のは排出禁止物です。収集所に出すことや自己搬入することはできませ

ん。 

 

 

エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機 

 家電量販店や購入店に引き取りを相談するか、家電リサイクル券をゆ

うちょ銀行で購入し、指定引取場所へ持ち込んでください。 

 

 

 

 

パソコン、ノートパソコン 

 各メーカーの回収相談窓口に引き取りを依頼、市と協定を結んでいる

認定事業者リネットジャパンリサイクル（株）へ回収を依頼する等の方

法で処分してください。 

 

 

 バイク、タイヤなどの車両部品、バッテリー（鉛蓄電池）、消火器、医

療機器などは専門業者や販売店に引き取ってもらってください。 

 携帯電話※やタブレットも収集所に出すことはできません。販売店へ

ご相談ください。 

※携帯電話は、環境課窓口（山鹿市環境センター）の 

回収ボックスへ出すことができます。 

 

 

事業活動に伴って生じた廃プラスチック（農業用ビニールなど）、建築

廃材などの産業廃棄物は排出禁止です。 
 

リネットジャパン 

パソコン回収の申し込み ☞

（一財）家電製品協会 

リサイクル券等詳しくはこちら ☞

家電リサイクル法対象品目 

パソコンリサイクル法対象品目 

処理困難物 

産業廃棄物 

携帯電話回収ボックス→ 


